
提出日　　   　　年　　　月　　　日

2023 鈴鹿クラブマンレース運営委員会

：

　2023 鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則書 第２章 第１４条に従い下記の装備品を申告し、大会期間中、

使用・装着する事を誓約いたします。

■使用義務装備品 規格（確認をして☑をつける）

ヘルメット（メイン）　　

ヘルメット（予備）　　

　□FHR 8858-2010　□ＦＩＡ公認番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※FHRシステムはＪＡＦ国内規則に準ずる

※ＦＨＲ本体はＦＩＡ国際競技規則付則Ｌ項第3章に定められたものに限る

レーシングスーツ

レーシングスーツ（予備用）

シューズ

シューズ（予備用）

グローブ

グローブ（予備用）

バラクラバス

バラクラバス（予備用）

ソックス

ソックス（予備用）

■推奨装備品

アンダーウェア　上

アンダーウェア　下

クールベスト/クールスーツ

※クールベスト/クールスーツを着用する場合、FIA公認のアンダーウェアの上から着用することを推奨する。

装備品を変更する場合は、各大会公式車両検査時に装備品と共にすべての内容を記載した変更申請書を変更前の申請書とともに

提出し、承認を受けること。本申請書は、2023 鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則書 第5章　第39条 ～5）に従い運転者が保管、

または管理し、各大会公式車両検査時に提出し、検査を受けること。　

　　

承認印

ラウンド 確認者

2023年シリーズ有効

運転者氏名（署名）

参加クラス（丸で囲むこと） ゼッケン

VITA ・ FFC ・ FIT1.5

 CS2 ・ S-FJ ・F-Be

 フォーミュラEnjoy 

 ワンメイク　（　　　　　　　　　　　　）

2023　鈴鹿クラブマンレース 参加ドライバー

装備品申告書 ・ 装備品変更申請書

メーカー名(　　　　　　　　) モデル(　　　　　　　　) 製造年(　　　 /　　 　)□製造年不明(　　　　 年)

№(　　　　)
☐SAH   ☐SA（　　 　　　） ☐ＦＩＡ8858-2010  ☐ＦＩＡ8859-2015

□SFI-31・　

アンカー 　☐8858-2002　　　☐8858-2010　　　□ヘルメット＆アンカーの組合せ確認

※製造年不明の場合のみ購入年を申告

 ☐ＦＩＡ8860-(             )

メーカー名(　　　　　　　　) モデル(　　　　　　　　) 製造年(　　　 /　　 　)□製造年不明(　　　　 年)

№(　　　　)
☐SAH   ☐SA（　　 　　　） ☐ＦＩＡ8858-2010

アンカー 　☐8858-2002　　　☐8858-2010　　　□ヘルメット＆アンカーの組合せ確認

※製造年不明の場合のみ購入年を申告

 ☐ＦＩＡ8859-2015

□SFI-31・　

 ☐ＦＩＡ8860-(             )

☐8856-2000   ☐8856-2018 

　メーカー名（　　　　　　　　　　　　）色（　　　　　　）

頭部・頸部保護装置(FHR)　 本体
　□HANS　8858-2002　□モデル（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

テザー 　☐8858-2002　　　☐8858-2010　　　□テザー＆アンカーの組合せ確認

☐8856-2000   ☐8856-2018 　公認番号　ＲＳ．　　　　．　　　　　メーカー名（　　　　　　　　　　）色（　　　　　）

☐8856-2000   ☐8856-2018 　公認番号　ＲＳ．　　　　．　　　　　メーカー名（　　　　　　　　　　）色（　　　　　）

☐8856-2000   ☐8856-2018 

☐8856-2000   ☐8856-2018 　メーカー名（　　　　　　　　　　　　）色（　　　　　　）

☐8856-2000   ☐8856-2018 　メーカー名（　　　　　　　　　　　　）

☐8856-2000   ☐8856-2018 　メーカー名（　　　　　　　　　　　　）色（　　　　　　）

☐8856-2000   ☐8856-2018 　メーカー名（　　　　　　　　　　　　）色（　　　　　　）

項目

☐8856-2000   ☐8856-2018 

☐8856-2000   ☐8856-2018 　メーカー名（　　　　　　　　　　　　）

☐8856-2000   ☐8856-2018 　メーカー名（　　　　　　　　　　　　）

☐8856-2000   ☐8856-2018 

　メーカー名（　　　　　　　　　　　　）

変更　・　追加事項

　メーカー名（　　　　　　　　　　　　）

■上記運転者が使用する記載申請装備品は、2023 鈴鹿クラブマンレース規則　第2章　第14条に合致している事を承認する。

　メーカー名（　　　　　　　　　　　　）

　メーカー名（　　　　　　　　　　　　）


